
 

改正民法（債権法改正）を学ぶ

講 義 項 目

日　時

NHK 名古屋放送センタービル内教室会　場

講　師 森 　 美 穂   氏森法律事務所　弁護士

平成 31 年 3 月 6 日（水）10：00 〜 17：00  計 6 時間（1 日間）

総務・経理・営業部門の方
債権回収担当の方

対　象

債権回収における法律実務
緊急開催

総務・経理実務セミナー

1. 民法改正に伴う債権回収の法律実務を分かりやすく解説します。
2. 商行為や取引に必須の法律知識を分かりやすく解説します。

本 セ ミ ナ ー
の ポ イ ン ト

(3) 抵当権の設定方法
(4) 抵当権の及ぶ範囲
(5) 根抵当権
(6) 工場抵当権
(7) 抵当権の実行
(8) 物上代位と抵当権消滅請求制度
(9) 任意売却

６ 質権
(1) 質権とは何か
(2) 質権の設定
(3) 質権の実行方法

７ 譲渡担保
(1) 譲渡担保とは何か
(2) 譲渡担保のメリット
(3) 不動産譲渡担保
(4) 動産譲渡担保
(5) 集合動産譲渡担保
(6) 集合債権譲渡担保
(7) 譲渡担保設定方法
(8) 譲渡担保の実行方法
(9) ゴルフ会員権を担保に取る方法

８ 動産売買先取特権
(1) 動産売買先取特権とは何か
(2) 動産売買先取特権の実行方法

９ 留置権
(1) 留置権とは何か
(2) 留置権による債権回収

10 所有権留保
Ⅵ　取引継続中の注意点

１ 信用状態を不断に監視する
２ 取引状況の確認
３ 債権管理（時効管理）
４ 担保の管理
５ 危機な兆候の発見方法
６ 信用不安が発生したときの対応方法

(1) 取引の縮小・停止
(2) （増）担保の要求
(3) 手形のジャンプを依頼されたら

Ⅶ　緊急時の債権回収
１ 期限の利益喪失と請求

(1) 期限の利益の喪失
(2) 請求

Ⅰ . 債権管理
１ そもそも債権とは
２ 契約
３ 契約書の作成
４ 印鑑証明書の効用
５ 確定日付
６ 内容証明郵便の効力と出し方
７ 公正証書
８ 即決和解の効力・手続

Ⅱ . 債権回収において重要な
債権法改正の概要

１ 消滅時効
２ 法定利率
３ 契約の解除
４ 保証
５ 債権譲渡
６ 弁済（第三者の弁済）と代物弁済

Ⅲ . 債権回収に向けての
取引開始前の対策

１ 信用調査
２ 取引限度額を設定し取引先を分散する
３ 取引基本契約書の作成

(1) 契約書を作成する意味
(2) 債権回収のための契約条項

４ 担保の設定
Ⅳ . 人的担保（保証人）

１ 人的保証とは
２ 単純保証と連帯保証
３ 普通保証と根保証
４ 改正民法による重要な改正点

Ⅴ . 物的担保
１ 担保の重要性，効力
２ （約定）担保権を設定するときの注意点
３ 対抗要件とは
４ 担保権の実行方法
５ 抵当権

(1) 抵当権とは何か
(2) 抵当権の対象

(3) 支払督促・訴訟
(4) 公正証書の作成
(5) 仮差押え・仮処分の検討

２ 相殺
(1) 相殺とは
(2) 反対債権はあるか
(3) 破産・民事再生・会社更生で相殺無効を
　　主張されないための要件

３ 商品の引き上げ
(1) 自社が納品した商品の場合
(2) 他社が納品した商品の場合
(3) 注意点（否認リスク）

４ 債権の譲受け
(1) 債権譲渡契約の締結
(2) 債権譲渡の対抗要件を具備する
(3) 注意点（否認リスク）

５ 代理受領
６ 留置権の行使（商事留置権と民事留置権）
７ 商品売買の先取特権
８ 担保がない場合の法的回収方法

(1) 仮差押え，仮処分
(2) 支払督促の申立て
(3) 訴えの提起
(4) 強制執行
(5) 債権の売却

Ⅷ　取引先倒産時の対応
１ 倒産の種類

(1) 任意整理
(2) 法的整理の種類

２ 任意整理への対応
３ 破産手続の概要
４ 民事再生手続の概要
５ 会社更生手続の概要
６ 倒産手続における否認権とは
７ 倒産手続と相殺
８ 倒産手続と担保

(1) 破産手続の場合
(2) 民事再生手続の場合
(3) 会社更生手続の場合

９ 担保権をもたない債権者

《講師派遣による「社内研修」も承っております。お気軽にお問い合せ下さい。》

※講義項目の内容が一部変更となる場合がございます

複数名申込
割引あり

1名につき

※詳細は、裏面をご覧ください。
2,160 O

F
F￥

主催：



　企業の事業活動・商行為は、法律の規定の基に
行われます。また、契約のトラブルや債権回収の
対応をはじめ、リスク管理を徹底することにより、
余計な損失を防ぐとともに、法令違反を起こさな
い企業風土を確立するという観点からも、実務レ
ベルでの法律を実践的に理解しておくことが重要
です。是非とも、この機会に関係各位の積極的な
ご参加をおすすめいたします。

ご参加のおすすめ 森  美 穂  氏森法律事務所　弁護士

昭和 62 年   3 月  神戸大学法学部卒
平成　6 年   4 月  司法研修所入所（48 期）
平成　8 年   4 月  弁護士登録　那須國宏法律事務所に入所
平成 14 年   9 月  森美穂法律事務所を開設
平成 22 年 12 月  事務所名を森法律事務所に変更
◆経営法曹会議会員　　　　　　◆財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士（平成 14 年～）
◆財団法人法務研究財団会員　　◆愛知県弁護士会倒産法問題特別委員　副委員長（平成 18 年～ 24 年）
◆愛知県弁護士協同組合理事
　◇三重県労働委員会公益委員（平成 16 年～ 22 年）　　　　 ◇愛知県男女共同参画審議会委員（平成 14 年～ 20 年）
　◇名古屋市花・水・緑の推進条例検討委員会委員（平成 15 年）　◇愛知県情報公開審査会委員（平成 18 年 10 ～ 24 年 9 月）
　◇愛知県公益認定等審議会委員（平成 20 年 4 月～）

著書　「債権者のための取引先倒産対応マニュアル」（共著）新日本法規出版　など

講師紹介

        　　　　　　  開催日の 3 営業日前からは受講料の 30％、開催当日は 100％をキャンセル料として申し受けます。
        　　　　　　    なお、当日まで連絡なくご欠席の場合も、100％のキャンセル料となりますので、予めご了承ください。キャンセルについて

★複数名申込割引に該当する場合はチェックして下さい

＜ご記入（レ印）のお願い＞
この講座の開催情報を得た時期は、
講座開催日の
□半年以上前　□3ケ月～半年前
□2ケ月前　　 □1ケ月前
□2週間前　　 □1週間前～直前

  ：一般社団法人 日本経営協会 中部本部 企画研修グループ　（担当 / 大脇・里見）
     〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK 名古屋放送センタービル 10F 

お問合せ 
　　　　

先お申込み

日本経営協会・中部ホームページ http://noma-chubu.jp/     
　※お電話の問い合せ（駐車場含む）は、平日の９：15 〜 17：15 にお願いします。

下記の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX 等で下記へお申込み下さい。
折り返し、参加券と振込口座を記載した請求書をご派遣責任者までお送り致します。
● 参加料（負担金）は、銀行振込にて開催 3 営業日前までにお納めください。（経理処理の都合で遅れる場合は、事前にご連絡下さい。）
● 開催 3 日前までに参加券が届かない場合は、恐れ入りますがお電話にてご確認ください。
● 参加のお取り消しにつきましては、必ずご連絡ください。参加者のご都合が悪くなった場合は、代理の方にご出席いただきますよう
　お願い致します。
● 領収書は「振込金受領書」をもってかえさせていただきますのでご了承ください。

★複数名申込割引について
同一企業 ( 団体 ) から同じ講座 ( コース ) に２名様以上でご参加
の場合は、１名様につき、2,160 円割引いたします。
下記申込欄にご記入ください。

申込方法 ：

日　　時 ： 平 成 31 年 3 月 6 日（ 水 ）10：00 〜 17：00                                                                      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     計 6 時間（1 日間）

会　　場 ：  NHK 名古屋放送センタービル内教室
　　　　　   名古屋市東区東桜１- １３- ３NHK 名古屋放送センタービル ※右図参照

※参加料には、テキスト・資料代が含まれています

参 加 料 ：
（1名につき）

H31/3.6

こちらの面をそのまま FAX して下さい。

「債権回収における法律実務」参加申込書 　年      　月        日

参 加 料 消 費 税 等 合 計

本会会員 30,000 円 2,400 円 32,400 円

一  般 35,000 円 2,800 円 37,800 円

TEL（052）957− 4172（ダイヤルイン）
FAX （052）952 − 7418

60012140


